
６東彼杵町告示第１２号 

 

 

 

  東彼杵町運送事業者等燃油価格高騰対策支援事業要綱をここに告示する。 

  

 

 

 

  令和６年１月１９日 

 

 

東彼杵町長  岡 田 伊 一 郎    



東彼杵町運送事業者等燃油価格高騰対策支援事業要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、燃油価格高騰により影響を受ける町内の貨物自動車運送事業等を

行う中小企業者（以下「事業者」という。）に対する東彼杵町運送事業者等燃油価格高

騰対策支援金（以下「支援金」という。）を給付するものとし、その給付について、東

彼杵町補助金等交付規則（平成 16年規則第 22号）の規定によるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

（１）中小企業者 中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項に規定す

る中小企業者 

（２）貨物自動車運送事業者 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第 83 号）第４条

の許可を受けて一般貨物自動車運送事業を行う事業者、同法第 35 条の許可を受けて特

定貨物自動車運送事業を行う事業者、同法第 36 条による届出をして貨物軽自動車運送

事業を行う事業者 

（給付対象事業者） 

第３条 給付対象事業者は、次の要件を全て満たすものとする。 

（１）東彼杵町に本社又は事業所を有する中小企業者 

（２）原則として、町税を滞納していない者であること 

（給付額） 

第４条 対象事業者に対して給付する対象車両、給付単価は、別表のとおりとする。対

象車両の数に給付単価を乗じて得た額を給付するものとする。 

（申請受付期間） 

第５条 補助金に係る申請受付期間は、令和６年１月２５日から令和６年２月１６日ま

でとする。 

（給付の決定及び方式） 

第６条 町長は、提出された申請書を受理したときは、内容を確認の上、給付を決定し

た場合は、当該対象事業者に対し支援金を給付するものとし、給付決定の通知は省略す

るものとする。ただし、給付できない旨の決定をしたときは、そのことを通知しなけれ

ばならない。 

２ 給付は、対象事業者が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。 

（支援金の返還） 

第７条 町長は、支援金の給付を受けた対象事業者が給付要件に該当しなくなった場合

又は偽りその他不正な手段等により支援金を受給したことが明らかになったときは支



援金の給付の決定を取り消すことができる。 

２ 前項の規定により、支援金の給付の決定を取り消された者は、町長が指示する方法

により補助金を返還しなければならない。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、支援金給付の実施のために必要な事項は、町長

が別に定める。 

 

附則 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

２ この告示は、令和６年３月２９日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に補助

金の交付を受けた者における第７条の規定の適用については、同日後においても、なお

従前の例による。 

 

別表（第４条関係） 

対象車両 給付単価 

①令和５年４月１日から９月３０日まで

の間、事業用として使用（稼働）しており、

以後も継続して使用（稼働）している車両 

②自動車検査証の使用者住所が東彼杵町

内である車両 

③貨物自動車運送事業者にあっては、用

途が貨物である車両 

④道路運送車両法（昭和 26 年法律第 85

号）第３条に規定する普通自動車、小型自

動車、軽自動車 

※霊柩車および２輪車は除く 

普通自動車 １台につき３万円 

小型自動車 １台につき１万円 

軽自動車  １台につき１万円 

タクシー  １台につき１万円 

 



東彼杵町運送事業者等燃油価格高騰対策支援事業実施要領 

事業の趣旨 

燃油価格の高騰を受け、経営に大きな影響を受けている町内一般貨物自動車運送事業者等に対

し、保有する車両の台数に応じて、予算の範囲内で、東彼杵町運送事業者等燃油価格高騰対策支援

金（以下「支援金」という。）を支給することにより、経費の負担軽減及び経営の維持を図ること

を目的とする。 

 

支援対象者 

支援金の支給対象となる事業者は、次の１から４の全てを満たす事業者とする。 

１．令和５年１月１日時点で町内において本社、支社、営業所等を有する事業者のうち、以下のい

ずれかにの事業を行う事業者であること。 

（１）貨物自動車運送事業（トラック運送事業等） 

（２）一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー事業、介護タクシー事業） 

２. 町への申請日時点で町税を滞納していないこと。ただし、税務担当課等と納付について協議の

うえ、納税に関する誓約書を提出している場合はこの限りではない。 

３．暴力団等の反社会勢力との関係を有していない事業者等であること。 

４．支援金の支給を受けた後も事業を継続する意思があること。 

 

支給対象車両 

町内の本社、支社、営業所等に配置登録された下表の要件を満たす車両で、申請日時点で自動車

検査証が有効期間内にあり、かつ支給対象者が所有権又は使用権を有する車両であること。 

区分 対象車両 

①貨物自動車運送事業 

②一般乗用旅客自動車運送事業 

事業用自動車（緑又は黒ナンバー）のみ 

※自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「事業

用」の記載があるもの。 

※被けん引車両は対象外とする。 

 

支給額 

１．支援金の額は、下表の１台当たり単価に対象車両台数を乗じた額の合計額とする。 

区分 道路運送車両法に定める自動

車の種別 

１台あたり単価 

①貨物自動車運送業 普通自動車 30,000円 

小型自動車 10,000円 

軽自動車 10,000円 

②一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー） 10,000円 

２．支援金の交付は、1支給対象者につき１回限りとする。 

 



申請手続き 

１．支援金の申請受付期間 

令和６年１月２５日（木）から令和６年２月１６日（金）までとする。ただし、郵送申請の場合

は当日消印有効とする。 

※支援金の申請は１事業者当たり１回限りとする。 

２．申請書類 

次の申請書類を提出してください。 

なお、必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。 

（１）申請に必要な書類（東彼杵町指定の様式） 

① 東彼杵町運送事業者等燃油価格高騰対策支援金支給申請書兼請求書（様式１） 

（２）添付が必要な書類（全事業者共通） 

①支給対象車両一覧表（様式2） 

②誓約書（様式3） 

③本人確認書類 

※法人の場合は現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書 

※個人事業主の場合は運転免許証、健康保険証等の写し 

④すべての対象車両の自動車検査証（車検証）の写し 

⑤自動車運送事業の許可書の写し 

⑥町税に滞納がない証明書（滞納状況確認に同意がある場合は不要） 

⑦振込口座の通帳等の写し（申請者と同一名義であること） 

※通帳の表紙を開いた見開きのページをコピーし提出してください。 

３．支援金の申請に必要な書類の入手方法 

次の方法（場所）で、申請に必要な書類等を入手することができます。 

・東彼杵町役場産業振興課の窓口 

・東彼杵町のホームページからダウンロード 

４．申請方法 

下記申請先あて持参又は郵送してください。（申請方法の詳細については東彼杵町のホームペー

ジを確認してください。） 

【申請先】〒859-3808 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850-6 

東彼杵町産業振興課商工観光係（窓口） 

５．通知、支給の決定等 

申請書類の審査の結果、支援金を支給する旨の決定をしたときは、申請者に給付金の振込を行う

ことをもって交付決定通知を行ったものとします。なお、支援金を支給しない旨の決定をしたとき

は、後日、不支給に関する通知を送付します。 

 

その他 

１．支援金の支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正が発覚した場合は、支援金の支給決定

を取消し、納期を定めて支援金の全額返還請求を行います。その場合に納期までに返金しなかった



ときは、支援金を返還するともに、納期の翌日から返還の日までの日数に応じた延滞金（支援金の

額に年率2.5％の割合で計算した額）を支払っていただくことになります。 

２．申請内容に不正があった場合には、支援金の支給を受けた事業者名、店舗名などの情報を公表

することがあります。 

３．問合せ先 

東彼杵町産業振興課商工観光係（窓口） 

電話番号0957-46-5354 

開設時間月曜日～金曜日(祝日を除く)の 9時 00分～17時 00分 



様式 1 

年  月  日 

東彼杵町長 様 

      〒 

住   所 

事業所名称 

代 表 者 名              印 

連 絡 先 

 

東彼杵町運送事業者等燃油価格高騰対策支援金支給申請書兼請求書 

 

 東彼杵町運送事業者等燃油高騰対策支援金の支給を受けたいので、関係資料を添えて申

請します。 

 

記 

 

１ 支援金支給申請額               円 

 

２ 提出書類（提出前に書類を確認し、□にチェックを入れてください） 

□支給対象車両一覧表（様式2） 

□誓約書（様式3） 

□町内に事業所を有する中小企業者であること及び代表者名が確認できる書類 

①法人の場合は、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書 

②個人事業主の場合は、本人を確認できるもの（運転免許証、健康保険証等の写し）

及び直近の確定申告書Ｂの写し 

□すべての対象車両の自動車検査証（車検証）の写し 

□自動車運送事業の許可書の写し 

□町税に滞納がない証明書(下記滞納状況確認に対する同意がある場合は不要） 

□振込先口座の通帳の写し ※通帳の表紙を開いた見開きのページをコピー 

 

３ 滞納状況確認に対する同意・確認事項（該当項目に☑してください。） 

私又は法人の町税の納付状況を確認することについて 

□ 同意します       □ 同意しません 

（※同意がない場合は、町税に滞納がない証明書の添付が必要です。） 

 

４ 給付金振込先 

金融機関名 銀行 ・ 農協 ・ 労金 ・ 信用金庫  

店 舗 名 本店 ・               支店 

口 座 番 号 普通 ・ 当座 

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ        

口 座 名 義  

 



様式 2 

東彼杵町運送事業者等燃油価格高騰対策支援金 支給対象車両一覧表 

事 業 所 名                  

代表者氏名                  

 

１．主たる業種 

□一般貨物自動車運送業 □特定貨物自動車運送業 □貨物軽自動車運送業 □旅客自動車運送業 

 

２．支給対象車両 

No. 
自動車登録番号 

または車両番号 
自動車の種別 

1  □普通自動車 □小型自動車 □軽自動車 □タクシー 

2  □普通自動車 □小型自動車 □軽自動車 □タクシー 

3  □普通自動車 □小型自動車 □軽自動車 □タクシー 

4  □普通自動車 □小型自動車 □軽自動車 □タクシー 

5  □普通自動車 □小型自動車 □軽自動車 □タクシー 

6  □普通自動車 □小型自動車 □軽自動車 □タクシー 

7  □普通自動車 □小型自動車 □軽自動車 □タクシー 

8  □普通自動車 □小型自動車 □軽自動車 □タクシー 

9  □普通自動車 □小型自動車 □軽自動車 □タクシー 

10  □普通自動車 □小型自動車 □軽自動車 □タクシー 

11  □普通自動車 □小型自動車 □軽自動車 □タクシー 

12  □普通自動車 □小型自動車 □軽自動車 □タクシー 

13  □普通自動車 □小型自動車 □軽自動車 □タクシー 

14  □普通自動車 □小型自動車 □軽自動車 □タクシー 

15  □普通自動車 □小型自動車 □軽自動車 □タクシー 

※枠が足りない場合は、複写して追加してください。 

 

３ 支援金額 

 単価(円/台) 対象車両台数 支援金額 

普通自動車 ３０，０００円 台 円 

小型自動車 １０，０００円 台 円 

軽自動車 １０，０００円 台 円 

タクシー １０，０００円 台 円 

合  計 台 円 

 



 

 

備考 

  １ 主たる業種は、日本標準産業分類（平成 14年総務省令告示第 139号）に定める小分類を☑すること。 

  ２ 次に掲げる書類を添付すること。 

  (1)事業者の区分に応じ、次に定める書類の写し 

一般貨物自動車運送事業許可書、特定貨物自動車運送事業許可書又は貨物軽自動車 

運送事業経営届出書 

(2) 支給対象車両等の営業所への配置が確認できる書類 

(3) 支給対象車両等の自動車検査証の写し 

(4) 町長が必要と認める書類 

 



様式 3 

 

誓 約 書 
 

 

 東彼杵町運送事業者等燃油高騰対策支援金（以下「支援金」という。）の支給を申請するに

当たり、下記の内容について誓約します。 

 また、貴職において必要と判断した場合に、申請書類に記載された情報を警察、税務機関

に提供することについて同意します。 

 

記 

 

１ 当該申請について 

（１）町内に事業所を有する中小企業者であり、以下のいずれにも該当します。 

①支援金の支給を受けた後も、東彼杵町内において事業を継続する意思があります。 

②事業に必要な許認可を有しており、関係法令を遵守しています。 

  ③政治活動及び宗教活動を目的とする事業者ではありません。 

（２）支給対象経費は、町内の事業所等に配置登録された事業用の車両のみであり、私的

に使用したものは含みません。 

（３）申請内容に虚偽が判明した場合は、支援金の返還及び加算金の支払いに応じるとと

もに、事業者名等を公表されることに同意します。 

（４）貴職から申請内容及び審査に関する検査・報告・是正のための依頼・措置の求めがあ

った場合は、これに応じます。また、本事業の効果検証のための調査にも応じます。 

 

２ 暴力団排除に関して 

当社（個人である場合は私。以下同じ。）の代表者、役員又は使用人その他の従業員若し

くは構成員等が東彼杵町暴力団排除条例（平成 24 年条例第 35 号）第２条各号に規定する

暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しません。また、上記の暴力団員等が

当社の経営には事実上参画していません。 

 

令和  年  月  日 

 

東彼杵町長 岡 田  伊一郎 様 

 

 

所在地                        

事業所名等                        

代表者職氏名                        


